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中学校の通学区域の変更について（答申） 

 

令和５年９月２５日付け教学第８７９号で諮問のありましたことについて、慎重に審議した結果、 

当審議会の意見は次のとおりとします。 

 

米沢市立第一中学校、第二中学校及び第四中学校の通学区域の変更について 

 

本市においては、子ども達にとってより良い教育環境と教育の質を確保するため、小中学校の適正 

規模・適正配置に取り組んでいるところですが、現在の中学校の通学区域を見てみると、一つの小学 

校の通学区域が複数の中学校の通学区域にまたがっている学校が相当数（小学校６校）見受けられま

す。このような状況は、小学校を卒業して期待を抱き中学校へ入学する子ども達にとって、大きな不

安材料の一つとなっています。小学校の６年間で培った子ども達同士の絆をもって中学校へ進み、そ

れを背景にしつつ、新たな人間関係の形成ができるように、一つの小学校から一つの中学校へ進学で

きる形に中学校の通学区域を変更することは適切であると考えます。 

また、かかる通学区域の変更を実施することにより、本市が目指している小学校から中学校までの

９年間を通した小中連携による教育の充実について、施設分離型による小中一貫教育の基盤の構築が

期待できることから、極めて有益であるものと考えます。 

なお、かかる通学区域の変更を行うに際しては、変更後の新たな中学校までの通学の安全を確保す

るため、道路上の危険箇所や年間を通じた登下校時の安全確認を行った上で、必要に応じて通学に係

る補助等の支援措置や降雪期における確実な除雪を実施する等の十分な配慮をお願いします。 

この度の通学区域の変更に伴い、変更前と変更後において、各中学校までの通学距離が著しく遠く

なるといった状況にはないと認められるところですが、通学区域の変更により子ども達及び保護者が

不安を抱き、その解消のための配慮を求めた場合には、各中学校と教育委員会が一緒になって、当該

生徒、保護者に寄り添った対応をお願いします。 

以上、２つの配慮をお願いしつつ、上記の理由により、現在の中学校の通学区域について、第二中

学校及び第四中学校がそれぞれ統合し新たな統合中学校が開校する令和８年４月１日から、下記のと

おり変更することは適当であると判断いたしました。 

 

記 

 

（１）現在の第二中学校の通学区域の一部を第一中学校の通学区域に変更する。 

（２）現在の第四中学校の通学区域の一部を第一中学校の通学区域に変更する。 

（３）現在の第一中学校の通学区域の一部を第二中学校（「（仮称）南西中学校」）の通学区域に 

  変更する。 

 
 

 

 

 



（１）第二中学校から第一中学校の通学区域に変更する区域 

１ 中央一丁目の一部 
２番８号から３４号まで、３番、４番、５番、６番９号から１９号まで、７番１２号

から１９号まで、８番、９番、１０番、１１番、１２番７号から１９号まで 

２ 門東町一丁目の一部 ５番２４号から３３号まで 

３ 門東町二丁目 全区域 

４ 門東町三丁目の一部 １番、２番、３番１号から２７号まで、３番４１号から４５号まで、４番 

５ 城北一丁目の一部 ７番１５号から２５号まで、８番７号から３９号まで 

６ 大町三丁目の一部 ３番２０号から４３号まで、４番１９号から４４号まで、５番、６番 

７ 大町四丁目の一部 ３番８号から２１号まで、４番２２号から５２号まで、５番、６番 

８ 大町五丁目の一部 ３番２０号から２９号まで、４番７号から３９号まで 

９ 松が岬二丁目の一部 

１番１号、１番７１号から８６号まで、２番１号から３号まで、２番７０号から７４

号まで、３番１号から４号まで、３番４４号から５４号まで、５番１号から４号ま

で、５番４０号から４６号まで、６番１号から７号まで 

１０ 松が岬三丁目の一部 １番６号から５１号まで、２番、３番、４番、５番、６番 

１１ 丸の内一丁目の一部 １番、５番、６番、７番、９番１号から３号まで、９番２５号から３０号まで 

１２ 丸の内二丁目の一部 １番６号から４１号まで、２番、３番、４番、５番５号から５０号まで 

（２）第四中学校から第一中学校の通学区域に変更する区域 

１ 中央一丁目の一部 

１番、２番１号から７号まで、２番３５号から４７号まで、６番１号から８号まで、

６番２０号から２３号まで、７番１号から１１号まで、７番２０号から３６号まで、

１２番１号から６号まで、１２番２０号から３４号まで、１３番、１４番 

２ 中央二丁目の一部 
１番１号から１３号まで、１番２９号から３２号まで、２番１号から８号まで、 

３番、４番、５番、６番１号から２９号まで 

３ 中央三丁目の一部 
２番１号から２０号まで、３番、４番、５番５号から２９号まで、６番１２号から 

３４号まで、９番２号から３１号まで、１０番 

４ 中央四丁目の一部 １番１８号から５１号まで、２番１号から１４号まで、２番３５号から４３号まで 

５ 門東町三丁目の一部 ３番２８号から４０号まで 

６ 城北一丁目の一部 ２番８号から３５号まで、３番４号から２７号まで 

７ 大町五丁目の一部 
２番２２号から２８号まで、４番１号から６号まで、４番４０号から５６号まで、 

５番 

８ 桜木町の一部 １番、２番７０号から８４号まで 

９ 松が岬三丁目の一部 １番５号 

１０ 丸の内二丁目の一部 
１番１号から５号まで、１番４２号から７２号まで、５番１号から４号まで、５番 

５１号から６７号まで 

１１ 鍛冶町 全区域 

１２ 立町 全区域 

（３）第一中学校から第二中学校（「（仮称）南西中学校」）の通学区域に変更する区域 

１ 相生町の一部 ７番６４号から１０４号まで 

２ 大町一丁目の一部 
１番１号から１７号まで、１番３５号から６１号まで、２番１号から１６号まで、 

２番３２号から５９号まで 

３ 大町二丁目の一部 １番、２番、３番１号から３０号まで、３番６７号から７１号まで 

４ 福田町一丁目 全区域 

５ 福田町二丁目の一部 １番、２番、３番１号から１１６号まで、３番１２４号から１７３号まで 

 


